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東北地方太平洋沖地震に伴う自動車登録・検査業務に係る運輸支局・事務所の対応について

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響で、下記の対象地域に使用

の本拠の位置を有する自動車は、当面、継続検査を受けることが困難な状況であると認められる

ので、暫定的に当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、平成２３年３月１１日から平成２

３年４月１０日までのものは、平成２３年４月１１日まで伸長するものとし、別紙写しのとおり

公示しましたのでお知らせいたします。なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再伸長する

ことがあります。

これによって、対象地域内の検査対象車両数約８８万台（軽自動車を含む。）のうち約４万台

が当該公示の適用を受けることになります。

また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険（共済）

の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すれば良いことと

なります。

記

＜対象地域＞ 沼津自動車検査登録事務所の管轄

沼津市

熱海市

伊東市

三島市

御殿場市

富士宮市

富士市

下田市

裾野市

伊豆市

伊豆の国市

賀茂郡

田方郡

駿東郡



別 紙

公 示

道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８５号）第６１条の２の規定により、静岡県内

の下記の地域に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了

する日が、平成２３年３月１１日から平成２３年４月１０日までのものは、平成２３年４月１１

日をもって満了するものとする。

平成２３年３月１４日

国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長
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